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第第６６章章  計計画画のの実実現現  
 

Ⅰ 推進計画  

 

１ 市民、団体、事業者、行政等の協働の体制づくり 

緑のまちづくりの推進にあたっては、市民、団体、事業者、行政がそれぞれの役割を

果たし、また、それぞれが有する特性を発揮しながら連携・協働により取組むことが求

められます。 

■■推推進進体体制制図図   

 

 

 

 

 

○市 民：・緑に対する意識を高め、緑のまちづくりに積極的に関わります。 

・個人が所有し、管理する土地の緑化や保全に協力します。 

○団 体：・緑のまちづくりの担い手として主体的に緑化を推進します。 

・市民(個人)の取組みを誘発し、支援します。 

○事業者：・地域の一員として事業所や事業活動に伴なって、緑のまちづくりに

貢献します。 

・市民や団体等の取組みを支援します。 

○行 政：・各主体の結びつきを強めるよう支援を行います。 

・制度の活用や財源の確保、仕組みづくりに努めます。 

・庁内や中讃地域の広域的連携を強化します。 

 

２ 協働を支える仕組みづくり 

市民、団体、事業者等との協働によって緑のまちづくりを進めるために、施策の目的

に応じた主体の選択、また、主体の明確化、ワークショップ方式等の参加手法の選択等

を含めた仕組みづくりを検討します。 

■■協協働働のの仕仕組組みみづづくくりりののイイメメーージジ図図  
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３ 計画の実効性を確保するための仕組み強化 

 

 

１１））計計画画のの管管理理、、評評価価とと見見直直ししシシスステテムム  

計画の推進に当っては、ＰＬＡＮ(行動計画などの立案)、ＤＯ(施策の実行)、ＣＨＥ

ＣＫ(進捗状況の把握、点検の評価)、ＡＣＴＩＯＮ(改善)のＰＤＣＡサイクルに基づき、

実施します。 

特に、計画の進行については、緑のまちづくり審議会等に報告し、検証を行うものと

し、併せて市民に公表し、意見などの把握に努めながら評価していきます。 

 

■■ＰＰＤＤＣＣＡＡササイイククルル模模式式図図   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２））見見直直しし方方針針  

｢丸亀市緑の基本計画｣は、2026 年度を目標年次とするものですが、この計画の実現

にあたっては、具体的で実践的な行動計画を作成します。そして、5 年毎に住民アンケ

ート調査を実施し、緑の推移や社会情勢の変化などを踏まえ、将来を見据えた施策を展

開し、見直し・修正を行っていくことで、より効果の高い施策を実施していきます。 
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４ 市民、団体、事業者等の役割 

「丸亀市緑の基本計画」を実現するためには、行政単体ではなく、市民一人ひとりや、

ＮＰＯ・ボランティア等の団体、企業を経営する事業者などが一体となって、第４章、

第５章で掲げた施策を推進していくことが必要となります。そこで、施策を進めるに当

たり「市民、団体、事業者」が担う役割を、市民参加のための丸亀市の支援策と合わせ

て整理します。 

 

１１））豊豊かかなな緑緑地地環環境境をを守守るるたためめにに  

 

○豊かな自然を残したい  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・開発事業や建築行為をするときは、できるだ

け緑を残すよう計画をたてましょう。 

・緑を残すために開発制度の適正な運用に努め

ます。 

・開発に関する情報提供をします。 

・保安林、風致地区等の法的規制のある地域で

は、法に従って緑を保全しましょう。 

・保安林や風致地区の緑の適正な管理に努めます。 

・崩壊地等の危険地域に対して対策を検討します。 

・法的規制のある地域の周知と情報提供に努め

ます。 

 

○まちの中にある緑を守りたい  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・開発事業や建築行為をするときは、できるだ

け緑を残すよう計画をたてましょう。 

・緑を残すために開発制度の適正な運用に努め

ます。 

・開発に関する情報提供をします。 

・個人で所有している社寺林、里山などの樹林

地は、適正な管理を心掛けましょう。 

・樹木の管理に関する情報を提供します。 

・樹木医の紹介をします。 

・市民が参加出来る里山の管理システムを検討

します。 

 

○身近な森や川をきれいにしたい  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・ごみは捨てずに、持ち帰りましょう。 ・ごみのリサイクルシステムを検討します。 

・市や県、ＮＰＯの清掃イベントや清掃活動に

参加しましょう。 

・さまざまな清掃イベントを企画します。 

・清掃イベントに関する情報を発信します。 

（インターネット、ちらし等） 

・コミュニティ・自治会等地元団体で、自発的

な清掃活動をするようにしましょう。 

・コミュニティ、自治会活動の支援制度を充実

します。（掃除用具の貸し出し等） 
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２２））生生活活空空間間をを彩彩るる緑緑をを創創造造すするるたためめにに  

 

○生活空間を彩る緑を増やします  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・個人の住宅や商業、工業系施設の緑化に努め

ましょう。 

・生垣緑化や、壁面緑化、屋上緑化の支援を推

進します。 

・まち中の緑による活性化を図りましょう。 ・まち中の緑化活動支援を推進します。 

・まち中の空地や休耕田等の季節の花づくりに

参加しましょう。 

・空地、休耕田における花づくりの支援をしま

す。 

 

 

○緑を創造するための活動に参加します  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・市民ひろばや駅前広場等の花づくりに参加し

ましょう。 

・市民による緑のボランティア活動の支援制度

を充実します。 

・街路樹や公園の里親制度を創設します。 

・緑化フェア、緑のツアー、講演会等の緑化啓

発イベントが催されれば参加しましょう。 

・花と緑の名所づくりに参加しましょう。 

・街路樹や公園の里親制度が出来れば参加しま

しょう。 

 

 

○地球環境にやさしい生活環境を実践します  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・地球環境に配慮したライフスタイルを実践し

ましょう。 

・ひとり 1 人がエコに心掛けましょう。 

・出来るだけ自転車を利用し、車による移動を

控えましょう。 

・エコ生活全般への啓発誘導を図ります。 

・サイクリングロード等の整備推進を図ります。 

・自転車道や駐輪場の整備促進を図ります。 
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３３））心心をを豊豊かかににすするる緑緑をを育育成成すするるたためめにに  

 

○公園緑地等の維持管理に参加します 
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・公園緑地、中でも市民が日常的に利用する小

規模な身近な公園の清掃や花づくり等の維持

管理に参加しましょう。 
・市民が公園緑地、街路樹、ため池、里山等の

維持管理に参加することの仕組みづくりを推

進します。 

※(街路樹や公園の里親制度の創設) 

・維持管理に関する指針を策定します。 

・地域の街路樹の清掃や花づくり等の維持管理

に参加しましょう。 

・身近なため池や里山の維持管理に参加しまし

ょう。 

・公園の防犯パトロールに自主的に参加しまし

ょう。 

・公園の防犯パトロールの仕組みづくりを提案

します。 

 

 

○緑のボランティアグループに参加し、ネットワークを作ります 
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・花づくりや緑のまちづくりについてのボラン

ティアグループに参加しましょう。 

（花づくりグループ、公園や街路樹、里山、

ため池等の管理運営グループ） 

・緑のボランティアグループへの支援制度の充

実を図ります。 

・緑のボランティアグループはイベント等を通

じて、他のグループとの交流、ネットワーク

を図りましょう。 

・グループ間のネットワークを側面的に支援し

ます。(名簿の作成支援、イベントの開催) 

 

 

○緑のまちづくりの普及に努めます 
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・刈り草や落葉、家庭の生ゴミを利用し堆肥を

つくる緑のリサイクルシステムの普及に努め

ましょう。 

・緑のリサイクルシステムの構築を図り、これ

を市民に周知、普及します。 
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４４））魅魅力力的的でで親親ししみみののああるる緑緑をを活活用用すするるたためめにに  

 

○公園の積極的活用に努めます  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・市民の日常生活における憩いの場、集いの場、

遊び場等として公園を積極的に活用しましょ

う。 

・余暇時間の増大に伴うスポーツ、レクリエー

ション空間として公園を積極的に利用しまし

ょう。 

・魅力的な公園整備を促進します。 

・安全、安心な公園整備を促進します。 

・市民の需要に対応した施設整備を図ります。 

・公園の利用規定を見直します。 

・公園の周知、ＰＲに努めます。 

 
 

○公園のルールづくりやワークショップに参加します  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・身近な公園の整備や見直しのためのワークシ

ョップに参加しましょう。 

・公園の整備や利用方法の見直しの際は、ワー

クショップなどにより地域住民の意向を伺い

ます。 

・公園のルール案の検討にあたっては、アンケ

ート調査等に答えるようにし、自分の意見を

表明しましょう。 

・公園利用のルール案の検討にあたっては、ア

ンケート調査やワークショップを行うなど、

住民意向の集約を図ることを原則とします。 

 
 

○魅力的な公園づくりにアイデアを出します  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・公園の魅力発掘のアイデアが募集した時はア

イデアコンペやワークショップに参加したり、

アンケート調査に積極的に参加しましょう。 

・身近な公園の魅力的な整備にあたっては、ワ

ークショップなどを通して、公園利用者のア

イデアを伺います。 

・自然で遊べる公園づくりにあたっては、意見

を出すことに努めましょう。 

・緑とのふれあいを促進するため、自然で遊べ

る公園緑地づくりを推進する場合、公園利用

者の意見を反映させることとします。 

 

○緑の中での市民交流に参加します  
 

市民、団体、事業者等の役割 市民参加のための丸亀市の取組み 

・公園や森林、河川敷等、緑の中での交流イベ

ントにはみんなで参加しましょう。 

・公園や森林、河川敷等を利用して、積極的に

イベントを開催しましょう。 

・市民の緑とのふれあいを推進するため、緑化

フェアやフラワーフェスティバル、市民農園

の整備等、緑の中での市民交流の機会を増や

します。 

 

 
 



 

第６章 計画の実現 
100 

 

 

 


